
■FX24 インターネット取引 説明書・契約約款【新旧対照表】 

新 旧 

P4 

Ⅶ お客様からお預かりした証拠金および損益金等は、

新銀行東京との証拠金信託契約に基づく信託口座に

て、当社の財産とは分別して管理します。証拠金が信託

口座へ入金されるまでの間は、信託口座の保全対象と

はなりませんが、その間も金融庁長官が指定する金融

機関における専用の預金口座に預託し、当社の財産と

は明確な分別管理を行っております。 

（削除） 

P4 

Ⅶ お客様からお預かりした証拠金および損益金等は、

新銀行東京との証拠金信託契約に基づく信託口座に

て、当社の財産とは分別して管理します。証拠金が信託

口座へ入金されるまでの間は、信託口座の保全対象と

はなりませんが、その間も下記の金融機関における専

用の預金口座に預託し、当社の財産とは明確な分別管

理を行っております。 

◇みずほ銀行 

◇三菱東京UFJ銀行 

◇三井住友銀行 

P6 

（4）取引の方法 

①取引通貨の種類および最小変動幅 

当社が取り扱う本取引の通貨ペアは、下記の17 通貨ペ

アとなります 

米ドル

／円 

ユーロ

／円 

ポンド

／円 

豪ドル

／円 

ｽｲｽﾌﾗﾝ

／円 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 

／円 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ／円 

南ｱﾗﾝﾄﾞ 

／円 

香港ﾄﾞﾙ 

／円 

ﾕｰﾛ 

／米ﾄﾞﾙ

ﾎﾟﾝﾄﾞ 

／米ﾄﾞﾙ 

ﾕｰﾛ 

／ﾎﾟﾝﾄﾞ 

ﾎﾟﾝﾄﾞ／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 

豪ﾄﾞﾙ 

／米ﾄﾞﾙ 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ／米

ﾄﾞﾙ 

米ﾄﾞﾙ／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 

米ﾄﾞﾙ／ 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 
   

※（略） 

※（略） 

※外貨建て通貨ペアの最小変動幅は0.0001米ドル（ポン

ド、カナダドル、スイスフラン）となっており、１枚の取引の

場合、0.0001米ドル（ポンド、カナダドル、スイスフラン）の

変動に対して１米ドル（ポンド、カナダドル、スイスフラン）

の差損益金が発生します。 

 

P6 

（4）取引の方法 

①取引通貨の種類および最小変動幅 

当社が取り扱う本取引の通貨ペアは、下記の15 通貨ペ

アとなります 

米ドル

／円 

ユーロ

／円 

ポンド

／円 

豪ドル

／円 

ｽｲｽﾌﾗﾝ

／円 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

／円 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ／円

南ｱﾗﾝﾄﾞ 

／円 

香港ﾄﾞﾙ 

／円 

ﾕｰﾛ 

／米ﾄﾞﾙ

ﾎﾟﾝﾄﾞ 

／米ﾄﾞﾙ

豪ﾄﾞﾙ 

／米ﾄﾞﾙ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ／米

ﾄﾞﾙ 

米ﾄﾞﾙ／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 

米ﾄﾞﾙ／

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

※（略） 

※（略） 

※外貨建て通貨ペアの最小変動幅は0.0001米ドル（カナ

ダドル、スイスフラン）となっており、１枚の取引の場合、

0.0001米ドル（カナダドル、スイスフラン）の変動に対して

１米ドル（カナダドル、スイスフラン）差損益金が発生しま

す。 

 

P7 

③基準価格および証拠金額 

P7 

③基準価格および証拠金額 



（a）（略） 

・豪ﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ＝豪ﾄﾞﾙ／円  

・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ＝ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／円 

・ﾕｰﾛ／米ﾄﾞﾙ、ﾕｰﾛ／ﾎﾟﾝﾄﾞ＝ﾕｰﾛ／円 

・ﾎﾟﾝﾄﾞ／米ﾄﾞﾙ、ﾎﾟﾝﾄﾞ／ｽｲｽﾌﾗﾝ＝ﾎﾟﾝﾄﾞ／円 

・米ﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ、米ﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ＝米ﾄﾞﾙ／円 

（a）（略） 

・ﾕｰﾛ／米ﾄﾞﾙ＝ﾕｰﾛ／円  ・ポンド／米ﾄﾞﾙ＝ﾎﾟﾝﾄﾞ／円

・豪ﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ＝豪ﾄﾞﾙ／円  

・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ＝ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／円 

・米ﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ、米ﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ＝米ﾄﾞﾙ／円 

P8 

高レバレッジコース 

通貨ペア 必要証拠

金額 

通貨ペア 必要証拠

金額 

米ﾄﾞﾙ／円 15,000 円 ﾕｰﾛ／円 20,000 円

ﾎﾟﾝﾄﾞ／円 20,000 円 豪ﾄﾞﾙ／円 15,000 円

ｽｲｽﾌﾗﾝ／

円 
15,000 円 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／

円 
15,000 円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ／円 
15,000 円 

南ｱﾗﾝﾄﾞ／

円 
5,000 円 

香港ﾄﾞﾙ／

円 
5,000 円 

ユーロ／ 

米ﾄﾞﾙ 
20,000 円

ポンド／ 

米ﾄﾞﾙ 
20,000 円 

ユーロ／

ポンド 

20,000 円 

ポンド／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 

20,000 円 

豪 ド ル ／

米ドル 
15,000 円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ／米ﾄﾞﾙ 
15,000 円 

米ドル／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 
15,000 円

米ドル／ 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 
15,000 円 

 
 

 

P8 

高レバレッジコース 

通貨ペア 必要証拠

金額 

通貨ペア 必要証拠

金額 

米ﾄﾞﾙ／円 15,000 円 ﾕｰﾛ／円 20,000 円

ﾎﾟﾝﾄﾞ／円 20,000 円 豪ﾄﾞﾙ／円 15,000 円

ｽｲｽﾌﾗﾝ／

円 
15,000 円

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／

円 
15,000 円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ／円 
15,000 円

南ｱﾗﾝﾄﾞ／

円 
5,000 円 

香港ﾄﾞﾙ／

円 
5,000 円 

ユーロ／ 

米ﾄﾞﾙ 
20,000 円

ポンド／ 

米ﾄﾞﾙ 
20,000 円 （追加） （追加） 

（追加） （追加） 

豪 ド ル ／

米ドル 
15,000 円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ／米ﾄﾞﾙ
15,000 円

米ドル／ 

ｽｲｽﾌﾗﾝ 
15,000 円

米ドル／ 

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 
15,000 円

 
 

 

P10 

⑤価格の表示方法 

（略） 

外貨建て通貨ペアの場合、当社がお客様に提示するビ

ッド価格は、インターバンク市場の仲値を中心として市場

の状況に応じて概ね0.0001米ドル（ポンド、カナダドル、

スイスフラン）～0.0006米ドル（ポンド、カナダドル、スイス

フラン）下の価格であり、アスク価格は同様に概ね0.0001

米ドル（ポンド、カナダドル、スイスフラン）～0.0006米ドル

（ポンド、カナダドル、スイスフラン）上の価格となります。

P10 

⑤価格の表示方法 

（略） 

外貨建て通貨ペアの場合、当社がお客様に提示するビ

ッド価格は、インターバンク市場の仲値を中心として市場

の状況に応じて概ね0.0001米ドル（カナダドル、スイスフ

ラン）～0.0006米ドル（カナダドル、スイスフラン）下の価

格であり、アスク価格は同様に概ね0.0001米ドル（カナダ

ドル、スイスフラン）～0.0006米ドル（カナダドル、スイスフ

ラン）上の価格となります。 



（略） （略） 

P23 

【証券取引】 

株式、証券投資信託および外国債券等の証券取引につ

いて、対面取引を提供させていただいております。 

日経225先物取引について、オンライン取引および対面

取引を提供させていただいております。 

 

P23 

平成 20 年 2 月 18 日 

P23 

【証券取引】 

株式、証券投資信託、外国債券および日経225先物取

引等の証券取引について、対面取引を提供させていた

だいております。 

 

 

P23 

平成 19 年 11 月 19 日 

P25 

第２条（口座開設基準） 

1. 甲は、次の各号の口座開設基準を全て満たす場合、

乙に本口座の開設を申し込むことができるものとする。 

（1）～（6）（略） 

（削除） 

（7）個人情報が正確に提供されること。 

（8）乙より提供される書面の電子交付に承諾すること。 

（9）電子メールまたは電話等の通信手段により、常時連

取れること。 絡が

（10）既に本口座を開設していないこと。 

P25 

第２条（口座開設基準） 

1. 甲は、次の各号の口座開設基準を全て満たす場合、

乙に本口座の開設を申し込むことができるものとする。 

（1）～（6）（略） 

（7）日本語でのコミュニケーションが可能なこと。 

（8）個人情報が正確に提供されること。 

（9）乙より提供される書面の電子交付に承諾すること。 

（10）電子メールまたは電話等の通信手段により、常時

連絡が取れること。 

（11）既に本口座を開設していないこと。 

P33 

第27条（合意管轄） 

甲と乙との間に生じた本取引に関する訴訟については、

当社本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁

判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

P33 

第27条（合意管轄） 

本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

P34 

平成 20 年 2 月 18 日 

P34 

平成 19 年 10 月 1 日 

 


